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資本金の額及び資本準備金の額の減少公告 

 

 当社は、平成 30年６月 14日開催の株主総会において、資本金の額を 50,000,000円、資

本準備金の額を 626,827,345円減少し、それぞれ 50,000,000円、50,000,000円とすること

を決議いたしました。 

 効力発生日は、平成 30年７月 17日であります。 

 つきましては、これに対する異議がございましたら、本公告掲載から１箇月以内にその

旨をお申し出ください。 

 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

 

 金融商品取引法による有価証券報告書提出済。 

 

          以 上 

     


